
A関西（子会社）

７ｰ１ 納入システムに瑕疵が存在するなかで、『立ち上げ』とはどの様な状態をさすか！ ・・・・東京地平16.10.29 平15年（ワ）第15691号
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ボーナスは、

新基幹システム立ち上げ時に￥３００万円を支払う。

3系統一斉稼動で動かず！
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システムが複層化し、マルティベンダ
ー開発体制を与儀なくされた時、その
部分検証と全体検証、その後でる障害
の各契約（業者）をどう束ねるか！

全体解は、部分解の集合でない！
（各業者契約と接点領域のしばり表現

は）

「立ち上げ」とは、
その語意からして、何ら障害なく稼動する状態を意味するとは解されず、当該システムに依拠して通常業務を行うこと
が可能になった状態を意味すると解するのが相当である。
A関西への検収通知は、多数の重要な欠陥のため、撤回されているとするが、これを認めるに足りる的確な証拠は
ない（かかる重要な行為であるのもかかわらず、何ら書証は提出しておらない。）A関西に対する注文代金の支払い
は、約定どうりに行われている。システムダウンを起こし全く機能せず

追加
指導
稼動

ヘッドハンティングで転職


